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令 和 ３ 年 11 月 10 日  

第 232 回都市計画審議会 

 

用途地域等の一括変更原案について 

 

 東京都は、道路整備の進展により用途地域等の基準となる地形地物が変化している

ことなどから、特別区内の用途地域等の変更を一括して実施することとした。 

 区は、東京都からの用途地域等の変更に関する区案の作成依頼を受けて、都へ提出

する用途地域の変更に関する区原案ならびに区決定の都市計画である特別用途地区、

高度地区、防火地域および準防火地域、地区計画の都市計画原案 (区原案と都市計画

原案をあわせて、以下「用途地域等の一括変更原案」という。)を策定した。今後、都

市計画原案の公告・縦覧等を行う。 

 

１ これまでの経過 

令和３年６月11日 用途地域等の一括変更素案を都市整備委員会へ報告 

    ７月８日 用途地域等の一括変更素案を練馬区都市計画審議会へ報告 

７月11日 用途地域等の一括変更素案に関する区報特集号発行 

      ７～８月 素案説明会(計６回) 

 

２ 素案説明会等の開催結果 

 ⑴ 開催日時 

   令和３年７月27日(火)18：30～19：30 土支田中央地域集会所 

       ７月31日(土)10：00～11：00 区役所本庁舎 

       ８月２日(月)18：30～19：30 氷川台地区区民館 

       ８月４日(水)18：30～19：30 上石神井南地域集会所 

       ８月10日(火)18：30～19：30 勤労福祉会館 

       ８月11日(水)18：30～19：30 石神井庁舎 

 ⑵ 出席者数 

   １９名 

 ⑶ 動画配信 

   新型コロナウィルス感染症対策として、説明会と同じ内容の説明動画を配信し

た。 

   配信期間 令和３年８月２日(月)～９月30日(木) 

   視聴回数 210 回 

 ⑷ 主な意見・質問 

  ・用途地域等の変更は、地区計画の策定にあわせて行うべきではないか 

  ・幹線道路沿道の用途地域の指定幅が 20ｍの地区と 30ｍの地区があるが、この

違いは何か 

  ・今後、用途地域等の一括変更は実施するのか 

報 告 事 項 １ 

説 明 資 料 ① 



 

2 

 

３ 用途地域等の一括変更原案(※) 

⑴ 用途地域の変更に関する区原案  Ｐ ３～13 

 ⑵ 都市計画原案 

ア 特別用途地区    Ｐ 15～17 

  イ 高度地区    Ｐ 19～26 

ウ 防火地域および準防火地域  Ｐ 27～29 

  エ 地区計画    Ｐ 31～43 

 ※ 計画図については添付を省略 

 

４ 添付資料 

⑴ 用途地域等の変更位置図（説明資料②） 別添 

⑵ 用途地域等の変更箇所図（説明資料③） 別添 

⑶ 地区計画の変更箇所図（説明資料④）  別添 

 

５ 今後の予定 

令和３年11月10日   用途地域等の一括変更原案を練馬区都市計画審議会へ報告 

11月11日   都市計画原案の公告・縦覧、意見書の受付(※) 

～12月２日   

令和４年３月     用途地域等の変更に関する区案を練馬区都市計画審議会へ報告 

都へ用途地域の変更に関する区案を提出 

  令和４年度      区から都へ区決定の都市計画案の協議 

都から区へ用途地域の都市計画案の意見照会 

都市計画案の公告・縦覧、意見書の受付 

練馬区都市計画審議会へ付議および諮問 

東京都へ意見回答 

東京都都市計画審議会へ付議 

  令和５年度      都市計画決定 

※ 都市計画原案の公告・縦覧等を行う旨を11月11日発行予定の区報に掲載する。ま

た、用途地域等の一括変更原案をホームページに掲載する。 

 




















































































